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③
過
労
死
ラ
イ
ン
と
さ
れ
る
２
〜

６
ヵ
月
の
平
均
時
間
外
勤
務
、
月

80
時
間
勤
務
に
該
当
す
る
職
員
は

い
る
か
。

　

30
年
度
は
災
害
対
策
業
務
を
除

く
と
、
１
名
該
当
し
ま
す
。

④
町
職
員
の
時
間
外
勤
務
と
有
給

取
得
の
状
況
は
。

　

昨
年
度
は
、
一
人
あ
た
り
の
平
均

時
間
は
年
間
73.4
時
間
で
、
有
給
休
暇

の
取
得
状
況
は
平
均
10.3
日
で
す
。

そ
の
他
の
質
問
項
目

☆
中
学
校
の
部
活
動
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
に
つ
い
て

【
中
西
省
吾
議
員
】

★
行
政
の
答
弁
に
つ
い
て
①
一
般
質

問
の
答
弁
は
誠
実
に
熱
心
に
逃
げ

ず
に
行
う
べ
き
で
は
な
い
か
。

　

毎
回
誠
実
に
熱
心
に
答
え
て
い
ま

す
。

②
鏡
野
町
社
会
福
祉
協
議
会
寄
附

金
紛
失
事
件
の
調
査
特
別
委
員
会

で
過
去
の
一
般
質
問
の
答
弁
と
多
く

の
食
い
違
い
が
あ
っ
た
の
は
何
故
か
。

　

調
査
特
別
委
員
会
で
の
こ
と
が
全

て
で
あ
り
、
過
去
の
一
般
質
問
の
答

弁
は
当
時
の
状
況
で
の
考
え
を
述
べ

た
も
の
で
す
。

③
今
後
答
弁
の
信
憑
性
の
確
保
は
。

　

今
後
も
真
実
に
基
づ
き
誠
実
に

答
弁
し
た
い
と
考
え
ま
す
。

③
過
労
死
ラ
イ
ン
と
さ
れ
る
２
〜

６
ヵ
月
の
平
均
時
間
外
勤
務
、
月

80
時
間
勤
務
に
該
当
す
る
職
員
は

い
る
か
。

④
町
職
員
の
時
間
外
勤
務
と
有
給

取
得
の
状
況
は
。

そ
の
他
の
質
問
項
目

★
行
政
の
答
弁
に
つ
い
て
①
一
般
質

問
の
答
弁
は
誠
実
に
熱
心
に
逃
げ

ず
に
行
う
べ
き
で
は
な
い
か
。

②
鏡
野
町
社
会
福
祉
協
議
会
寄
附

金
紛
失
事
件
の
調
査
特
別
委
員
会

で
過
去
の
一
般
質
問
の
答
弁
と
多
く

の
食
い
違
い
が
あ
っ
た
の
は
何
故
か
。

③
今
後
答
弁
の
信
憑
性
の
確
保
は
。

★
指
定
管
理
と
委
託
に
つ
い
て

①
指
定
管
理
者
や
委
託
業
者
は
ど

の
よ
う
に
し
て
決
定
す
る
の
か
。

　

指
定
管
理
者
は
町
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
や
広
報
で
公
募
を
行
い
、
鏡
野
町

公
の
施
設
に
係
る
指
定
管
理
者
候

補
者
選
定
委
員
会
で
、
プ
ロ
ポ
ー
ザ

ル
方
式
で
決
定
し
ま
す
。

　

委
託
業
務
は
、
基
本
的
に
入
札
で

委
託
業
者
を
決
定
し
ま
す
。

②
指
定
管
理
者
は
議
会
承
認
が
必

要
だ
が
、
委
託
業
者
は
な
ぜ
議
会

承
認
が
必
要
な
い
の
か
。

　

町
が
契
約
を
締
結
す
る
権
限
は
、

町
長
に
属
す
る
も
の
で
、
特
に
重
要

な
契
約
は
、
議
会
の
意
思
を
関
与
す

る
と
い
う
趣
旨
か
ら
、
地
方
自
治
法

第
96
条
第
１
項
で
議
決
案
件
の
対

象
と
し
て
あ
り
ま
す
。

　

契
約
の
種
類
を
、
町
は
１
件
あ
た

り
５
千
万
円
以
上
の
工
事
又
は
製
造

の
請
負
と
自
治
令
で
定
め
た
の
は
、

地
方
公
共
団
体
が
結
ぶ
重
要
な
契
約

と
し
て
、通
常
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
す
。

地
方
自
治
法
実
務
の
中
で
、
こ
れ
ら

の
種
類
以
外
の
委
託
契
約
を
条
例
で

議
決
案
件
と
し
て
定
め
る
こ
と
は
で

き
な
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

③
指
定
管
理
料
や
委
託
料
の
決
定
は
。

　

指
定
管
理
料
は
指
定
管
理
者
と

そ
の
施
設
の
担
当
課
で
協
議
を
行
い

決
定
し
ま
す
。

　

委
託
料
は
先
般
行
っ
た
家
庭
用
一

般
廃
棄
物
収
集
運
搬
の
委
託
業
務

の
よ
う
に
、
入
札
で
決
定
し
て
い
ま

す
。

★
指
定
管
理
と
委
託
に
つ
い
て

①
指
定
管
理
者
や
委
託
業
者
は
ど

の
よ
う
に
し
て
決
定
す
る
の
か
。

②
指
定
管
理
者
は
議
会
承
認
が
必

要
だ
が
、
委
託
業
者
は
な
ぜ
議
会

承
認
が
必
要
な
い
の
か
。

③
指
定
管
理
料
や
委
託
料
の
決
定
は
。

④
指
定
管
理
や
委
託
業
者
が
更
に

研
鑚
を
積
み
町
民
福
祉
に
役
立
っ

て
ほ
し
い
と
思
う
が
。

　

指
定
管
理
者
や
委
託
業
者
が
自

ら
更
に
研
鑽
を
積
み
、
町
民
の
福
祉

に
役
だ
つ
よ
う
努
力
す
る
こ
と
が
事

業
者
の
責
任
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。

⑤
、
④
の
そ
の
研
鑚
の
場
と
し
て
研

修
会
を
主
催
し
て
は
。

　

各
事
業
者
の
研
鑚
は
指
定
管
理

者
や
委
託
業
者
が
自
ら
行
う
も
の

と
考
え
ま
す
。

⑥
事
業
運
営
を
託
せ
る
新
規
事
業

者
育
成
を
行
い
、
地
域
の
活
性
化

と
雇
用
の
場
づ
く
り
も
必
要
と
思

う
が
。

　

地
域
の
活
性
化
と
雇
用
の
場
を
つ

く
る
こ
と
は
、
現
在
非
常
に
重
要
だ

と
考
え
ま
す
。
今
後
も
、
運
営
を
託

せ
る
町
の
事
業
が
あ
れ
ば
、
そ
の
育

成
も
大
切
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。

そ
の
他
の
質
問
項
目

☆
山
間
地
の
少
子
高
齢
化
と
産
業

振
興
に
つ
い
て

【
仲
西
祐
一
議
員
】

★
２
０
１
９
年
度
当
初
予
算
に
つ
い

て
①
人
事
評
価
制
度
と
各
種
専
門

研
修
の
実
施
と
あ
る
が
、
具
体
的

目
的
や
計
画
は
。

　

地
方
公
務
員
法
の
規
定
に
基
づ

き
実
施
が
義
務
付
け
ら
れ
、
任
用
、

④
指
定
管
理
や
委
託
業
者
が
更
に

研
鑚
を
積
み
町
民
福
祉
に
役
立
っ

て
ほ
し
い
と
思
う
が
。

⑤
、
④
の
そ
の
研
鑚
の
場
と
し
て
研

修
会
を
主
催
し
て
は
。

⑥
事
業
運
営
を
託
せ
る
新
規
事
業

者
育
成
を
行
い
、
地
域
の
活
性
化

と
雇
用
の
場
づ
く
り
も
必
要
と
思

う
が
。

そ
の
他
の
質
問
項
目

★
２
０
１
９
年
度
当
初
予
算
に
つ
い

て
①
人
事
評
価
制
度
と
各
種
専
門

研
修
の
実
施
と
あ
る
が
、
具
体
的

目
的
や
計
画
は
。

給
与
、
分
限
そ
の
他
の
人
事
管
理
の

基
礎
と
し
て
活
用
し
ま
す
。
町
は
人

事
評
価
の
結
果
に
基
づ
き
、
事
務
事

業
の
効
率
的
な
実
施
や
能
力
評
価

に
よ
る
個
々
の
能
力
の
向
上
開
発
を

目
指
し
、
職
員
の
能
力
や
意
欲
を
高

め
、
そ
れ
ら
を
事
務
事
業
へ
活
か
し

住
民
福
祉
の
向
上
を
図
り
ま
す
。

　

各
種
研
修
も
新
規
採
用
職
員
研

修
、
昇
任
後
研
修
と
し
て
、
職
階
別

研
修
と
財
務
会
計
研
修
、
実
践
業

務
改
善
研
修
、
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ

ン
能
力
向
上
研
修
、
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
研
修
な
ど
職
能
別
研
修
等

様
々
な
研
修
が
あ
り
ま
す
。
い
ず
れ

も
個
々
の
能
力
の
開
発
に
よ
る
事
務

事
業
の
効
率
化
と
専
門
性
を
高
め
、

住
民
福
祉
の
向
上
へ
寄
与
さ
せ
る
こ

と
が
目
的
で
す
。

②
第
２
期
未
来
・
希
望
基
金
に
加

え
て
地
域
活
性
化
事
業
の
取
り
組

み
等
の
継
続
と
あ
る
が
評
価
等
は
。

　

年
度
途
中
で
現
段
階
の
評
価
は
、

支
援
事
業
の
中
で
各
地
域
づ
く
り

協
議
会
を
訪
問
し
、
各
協
議
会
の
状

況
整
理
を
行
い
、
全
協
議
会
で
研
修

会
を
行
い
、
情
報
交
換
な
ど
も
し
ま

し
た
。

　

目
に
見
え
て
変
わ
っ
て
い
く
こ
と
は

難
し
い
の
で
、
継
続
し
た
取
り
組
み
を

し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
ま
す
。

③
公
共
交
通
は
経
営
方
針
も
予
算

も
運
行
形
態
等
の
見
直
し
と
検
討

と
あ
る
が
、
検
討
内
容
案
は
。

　

試
験
運
行
の
中
で
利
用
状
況
や
利

用
者
の
方
の
声
を
聞
き
、
最
終
的
な

②
第
２
期
未
来
・
希
望
基
金
に
加

え
て
地
域
活
性
化
事
業
の
取
り
組

み
等
の
継
続
と
あ
る
が
評
価
等
は
。

③
公
共
交
通
は
経
営
方
針
も
予
算

も
運
行
形
態
等
の
見
直
し
と
検
討

と
あ
る
が
、
検
討
内
容
案
は
。

運
行
形
態
を
固
め
て
行
き
ま
す
。

　

町
営
バ
ス
の
時
刻
見
直
し
な
ど
も

行
っ
て
い
て
、
中
鉄
バ
ス
の
運
行
見

直
し
と
共
に
、
変
更
を
考
え
て
い
ま

す
が
、ご
ん
ご
バ
ス
の
運
行
は
現
在
、

午
前
中
は
南
回
り
、
午
後
は
北
回
り

の
形
態
を
見
直
す
検
討
を
行
っ
て
い

る
こ
と
や
、
農
協
鏡
野
支
店
移
転
も

あ
り
、
４
月
に
再
度
調
整
を
行
う
必

要
が
あ
り
ま
す
。

④
岡
山
大
学
と
日
本
原
子
力
研
究

開
発
機
構
と
の
中
性
子
医
療
関
連

拠
点
に
つ
い
て
の
状
況
は
。

　

現
在
、
大
学
側
の
内
容
固
め
を

待
っ
て
い
ま
す
。
方
向
性
が
定
ま
っ

た
時
点
で
、
議
会
へ
説
明
し
ま
す
。

　

人
形
峠
環
境
技
術
セ
ン
タ
ー
の
関

連
か
ら
、
地
域
の
活
性
化
策
を
セ

ン
タ
ー
と
協
議
を
行
い
具
体
化
の

検
討
を
進
め
て
い
ま
す
が
、
Ｂ
Ｎ
Ｃ

Ｔ
（
ホ
ウ
素
中
性
子
補
足
療
法
）
と

の
関
連
も
含
め
た
各
機
関
に
な
る

と
、
文
部
科
学
省
、
厚
生
労
働
省
や

Ａ
Ｍ
Ｅ
Ｄ
（
国
立
研
究
開
発
法
人
日

本
医
療
研
究
開
発
機
構
）、
場
合
に

よ
っ
て
は
国
会
議
員
な
ど
へ
の
協
力

要
請
も
必
要
と
考
え
ま
す
。

そ
の
他
の
質
問
項
目

☆
協
力
隊
の
今
後
の
展
望
に
つ

い
て
。

☆
２
０
１
９
年
度
鏡
野
町
経
営
方

針
に
つ
い
て
。

④
岡
山
大
学
と
日
本
原
子
力
研
究

開
発
機
構
と
の
中
性
子
医
療
関
連

拠
点
に
つ
い
て
の
状
況
は
。

そ
の
他
の
質
問
項
目


